
 

「きょうと探検ウォーキング事業」 

企画・運営・広報業務委託に係る企画提案公募実施要領 

 

１ 業務の趣旨・目的 

本業務は、京都府民の「働き盛り世代」や「健康無関心層」がウォーキング等の健康づくりに継続的に

取組むためのきっかけをつくることを目的としている。 

国民の７割を占めるとされる「健康無関心層」はヘルスリテラシーが低く、これらの層に対する従来の

健康づくり啓発の広報等には限界がある。また、府では、青壮年期男性の肥満の増加や、男女の歩行数減

少、虚血性疾患による死亡が多いなどの課題を有している。 

 これらの現状、課題を解決するため、民間企業等と連携した健康づくりの一環として、民間企業が有す

るスマートフォン用ウォーキングアプリケーション（以下「アプリ」）を活用した健康づくりのためのイ

ンセンティブ制度を構築し、健康づくりのきっかけをつくり、行動変容を促すことを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名 「きょうと探検ウォーキング事業」企画・運営・広報業務 

（２）業 務 内 容 別紙「委託業務仕様書」のとおり 

（３）契 約 期 間 契約締結日から令和６年３月２９日（金）まで 

（４）委託上限額 ８,０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

  企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画

の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく再生手続開始の申立てを

した者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（３）京都府税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 

（４）企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、京都府の指名競争入札において

指名停止措置を受けていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者に該当しな

いこと。 

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者 

又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴 

 力団の利用等をしている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴 

 力団の維持運営に協力し、又は関与している者 



 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に

属する者に該当しないこと。 

 

４ 参加手続 

（１）担当部署及び問い合わせ先 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 

京都府健康福祉部健康対策課 

電話 075-414-4738 FAX 075-431-3970 

メールアドレス kentai@pref.kyoto.lg.jp 

（２）募集要領等の配布 

ア 配布期間：令和５年４月１２日（水）～令和５年５月１７日（水）午後５時まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

イ 配布場所及び受付場所 

上記（１）の担当部署で配布するほか、京都府ホームページ「入札・プロポーザル情報」 

(http://www.pref.kyoto.jp/shinchaku/nyusatsu/index.html）からダウンロードできる。 

 （３）応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限：令和５年４月１２日（水）～令和５年５月１７日（水）午後５時まで 

  ※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出場所：（１）に同じ。 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時～午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限る。） 

 

５ 事前説明会 

  実施しない。 

 

６ 質疑・回答 

（１）受付期間：公募開始日～令和５年４月２６日（水）午後５時必着 

（２）質疑方法：持参のほか、郵便、FAX又は電子メールにより、４（１）に提出すること。 

（３）質疑様式等：様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 

ア 件名は「「きょうと探検ウォーキング事業」企画・運営・広報業務に関する質問」とすること。 

イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX 番号及び電子メールアドレスを記載するこ 

と。 

   ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 

（４）回答日時：令和５年５月２日（火） 

（５）回答方法：質問への回答は京都府ホームページ「入札・プロポーザル情報」

(http://www.pref.kyoto.jp/shinchaku/nyusatsu/index.html）に掲示し、個別には回答



 

しない。 

 

７ 応募書類 

（１）提出書類（別紙「提出書類一覧」を参照すること。） 

ア 参加表明書（別添１号様式） 

イ 企画提案書 正本１、写し８ 

ウ 価格提案書（見積書） 正本１、写し８ 

エ 実績調書（別添２号様式） 

オ 京都府税の滞納がないことの証明（別添３号様式） 

カ 消費税及び地方消費税の納税証明 

※オ及カについては、発行日から３箇月以内のもの。コピー可。 

キ 営業経歴書（別添４号様式） 

ク 会社概要（任意様式） 

ケ 使用印鑑届（別添５号様式） 

コ 共同企業体で参加の場合（任意様式） 

（ア）共同企業体届出書 

（イ）共同企業体協定書 

（ウ）委任状 

サ 提案事業者が法人の場合は、以下の書類を添付のこと。なお、共同企業体で参加する場合は構成員 

全ての法人について添付すること。 

（ア）法人登記簿謄本（１部）※発行日から３箇月以内のもの。コピー可。 

（イ）法人定款 

シ 提案事業者が任意団体の場合は、以下の書類を添付のこと。なお、共同企業体で参加する場合は構 

成員全ての任意団体について添付すること。 

（ア）団体の規約 

（イ）役員一覧 

ス 「府内企業」の評価項目で「上記以外で府内在住者を雇用」の２点の評価を希望する場合は、 

当該事業で雇用する府内在住者（新規・継続ともに、派遣、アルバイト等含む、予定含む）の内容を 

申告するものとする。（任意様式） 

なお、事業遂行後に実績報告を求める。（評価内容に影響を及ぼす変更は認めない。） 

※共同提案の場合は、構成員ごとの上記エ～ク、サ、シの書類を提出すること。 

※オ、カ及びサについては、京都府競争入札参加資格名簿登載事業者は提出不要。「京都府競争入札参

加資格審査結果通知書のコピー」の提出をお願いします。 

（２）企画提案書の作成方法 

企画提案書作成要領のとおり。 

 なお、真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事項を記載しないこと。 

（３）提出された応募書類の取扱い 

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザル手続における契約の相手方の候補者の選定以外の目的で 



 

は使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、京都府情報公開条例に基づき取り扱うこと 

とする。 

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。 

ウ 提出された応募書類は返却しない。 

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対 

象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

８ 評価方法等 

（１）評価基準 

別紙「評価基準」のとおり 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。時間、場所に

ついては、別途通知する。 

   ※新型コロナウイルス感染症の影響により、プレゼンテーション及びヒアリングを行わず、書面審査と 

する場合があります。書面審査とする場合にはホームページにてお知らせします。 

（３）評価方法 

企画提案書、価格提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基づいて、外部

有識者の意見（採点等）を聴取した上で評価する。 

  （４）候補者の選定方法 

ア 失格者を除いた者の内、（３）の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。 

イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定 

する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で価格提案書を再作 

成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。 

ウ ア、イにかかわらず、総合点が６０点未満の場合は、候補者として選定しない。 

  （５）その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 価格提案書の金額が２（４）の委託上限額を超える場合 

エ 府の示す仕様を満たさない提案を行った場合 

オ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

カ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

キ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

９ 選定結果の通知・公表 

 候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知日翌営業日に、下記

項目において京都府公募型プロポーザル案件情報ホームページにおいて公表するとともに、担当課において



 

閲覧に供するものとする。 

【公表事項】 

（１）候補者の名称、総合点及び選定理由 

（２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 

※（１）以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で表記する。 

※参加者が２者の場合、選定されなかった参加者の得点は公表しない。 

（３）外部有識者の所属及び役職名並びに氏名 

 

１０ 契約手続 

（１）契約交渉の相手方に選定された者と京都府との間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上

で協議が調った場合、委託契約を締結する。 

（２）受託者は契約金額の 100分の 10の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。ただ

し、京都府会計規則 159条第２項各号のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。 

（３）契約代金の支払いについては、精算払いとする。 

 （４）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提出

すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 

 

１１ その他 

（１）参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

（２）企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

（３）参加表明書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をすることはできない。

ただし、府から指示があった場合を除く。 

（４）応募書類を提出した後、府が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

（５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負担とする。 

（６）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年

法律第５１号）に定める単位とする。 

（７）参加者が 1者の場合は、本プロポーザル手続を中止することがある。 

（８）本業務にかかる経費の積算額及びその内訳を価格提案書に記載すること。（消費税及び地方消費税相 

当額を含む） 

（９）内容の変更等が生じた場合はホームページにて周知する。 

 


